
 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年７月１４日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市規則第   号 

   京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１０条の２第１号イ中「８０万円」を「８０６，７００円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市老人医療費支給条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療

費については、なお従前の例による。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課） 

１９


